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令和３年度答申第１６号 

令和３年６月１１日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第１１号（令和３年５月２１日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 社会復帰促進等事業としてのアフターケアに係る健康管理手帳の不交

付決定に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）２９条１項１

号（令和２年法律第１４号による改正前のもの。以下同じ。）に掲げる社会復

帰促進等事業としてのアフターケア（以下「アフターケア」という。）に係る

健康管理手帳（以下「手帳」という。）の交付申請（以下「本件申請」とい

う。）をしたところ、Ａ労働局長（以下「処分庁」という。）が、審査請求人

はアフターケアの対象者に該当しないとして、手帳を不交付とする決定（以下

「本件不交付決定」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服とし

て審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 労災保険法２９条１項は、政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係

る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、同項各号に
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掲げる事業を行うことができると規定し、同項１号には、療養に関する施

設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及

び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

が掲げられている。そして、労災保険法２９条２項は、前項各号に掲げる

事業の実施に関して必要な基準は厚生労働省令で定めると規定している。 

⑵ 上記⑴の委任を受けて、労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０年労

働省令第２２号。以下「労災保険法施行規則」という。）２４条は、労災

保険法２９条１項１号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科

後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケ

ア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群

等に対する職能回復援護を行うものとすると規定し、労災保険法施行規則

２８条１項（令和２年厚生労働省令第１４１号による改正前のもの）は、

上記の「アフターケア」は、障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受

けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者等に対し、

保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして

厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対しては

手帳を交付するものとすると規定している。そして、労災保険法施行規則

２８条２項は、前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項

は厚生労働省労働基準局長が定めると規定している。 

⑶ 上記⑵の委任を受けて定められた平成１９年４月２３日付け基発第０４

２３００２号厚生労働省労働基準局長通達「社会復帰促進等事業としての

アフターケア実施要領の制定について」の別添「社会復帰促進等事業とし

てのアフターケア実施要領」（以下「本件実施要領」という。）は、アフ

ターケアの実施について、次のとおり定めている。 

ア 対象傷病 

  対象傷病は、「頭頸部外傷症候群等（頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、

腰痛）」、「外傷による末梢神経損傷」等の２０種類の傷病とする。 

イ 対象者 

  対象者は、別紙の「傷病別アフターケア実施要綱」（以下「傷病別実

施要綱」という。） に定めるところによる。 

ウ 保健上の措置 

  保健上の措置の範囲は、次の事項について、傷病別実施要綱に定める

ところによる。 
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 (ｱ) 診察 

 (ｲ) 保健指導 

(ｳ) 保健のための処置 

(ｴ) 検査 

エ 手帳 

(ｱ) 手帳の交付を受けようとする者は、健康管理手帳交付申請書を事業場

の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 

 (ｲ) (ｱ)の申請を受けた都道府県労働局長は、対象者と認められる者に対

し、手帳を交付するものとする。 

⑷ 傷病別実施要綱は、アフターケアについて、傷病別に、次のとおり定め

ている。 

ア 頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア 

(ｱ) 趣旨 

頭頸部外傷症候群等の傷病者であって、症状固定後においても神経に

障害を残すものにあっては、季節、天候、社会環境等の変化に伴って症

状に動揺を起こすことがあることに鑑み、アフターケアを行うものとす

る。 

(ｲ) 対象者 

① アフターケアは、業務災害又は通勤災害により次の(a)から(c)まで

に掲げる傷病に罹患した者であって、労災保険法による障害等級

（以下「障害等級」という。）第９級以上の障害補償給付若しくは

障害給付を受けているもの又は受けると見込まれるもの（症状固定

した者に限る。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必

要であると認められる者（以下「原則的対象者」という。）に対し、

行うものとする。 

(a) 頭頸部外傷症候群 

(b) 頸肩腕障害 

(c) 腰痛 

  なお、上記(b)の「頸肩腕障害」とは、上肢等に過度の負担のかか

る業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上肢、前腕、手及び指に

発生した運動器の障害（以下「上肢障害」という。）をいう。 

② 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は、「医学的に特に必

要があると認めるとき」は、業務災害又は通勤災害により上記①に
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掲げる傷病に罹患した者であって、障害等級第１０級以下の障害補

償給付又は障害給付を受けているもの（以下「例外的対象者」とい

う。）に対しても、アフターケアを行うことができるものとする。 

   イ 外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア 

(ｱ) 趣旨 

外傷により末梢神経を損傷した者にあっては、症状固定後においても

末梢神経の損傷に起因するＲＳＤ（反射性交感神経ジストロフィー）及

びカウザルギーによる激しい疼痛等の緩和を必要とすることがあること

に鑑み、アフターケアを行うものとする。 

(ｲ) 対象者 

アフターケアは、業務災害又は通勤災害による外傷により末梢神経損

傷に起因し、症状固定後も激しい疼痛が残存する者であって、障害等級

第１２級以上の障害補償給付若しくは障害給付を受けているもの又は受

けると見込まれるもの（症状固定した者に限る。）のうち、医学的に早

期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対し、行うもの

とする。 

⑸ 平成９年２月３日付け基発第６５号労働省労働基準局長通達「上肢作業に

基づく疾病の業務上外の認定基準について」は、上記⑷のアの(ｲ)の①のな

お書きの「上肢等に過度の負担のかかる業務」とは、「上肢の反復動作の多

い作業」、「上肢を上げた状態で行う作業」、「頸部、肩の動きが少なく、

姿勢が拘束される作業」又は「上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行

う作業」のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業を主

とする業務をいうと定めている。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

  ⑴ 審査請求人は、平成２９年１０月２７日、学童指導員として児童育成室に

おいて勤務中に、学童に蹴られて右手親指を痛めたため、整形外科を受診

したところ、「右母指腱鞘炎」と診断され、通院加療の結果、平成３１年

１月１６日に治癒（症状固定）となった。 

（障害補償給付支給申請書、同申請書添付の診断書） 

⑵ 審査請求人は、令和元年１０月９日、Ｂ労働基準監督署長（以下「本件

労基署長」という。）に対し、労災保険法１２条の８第２項の規定に基づ

き、障害補償給付の支給請求をしたところ、本件労基署長は、令和２年２
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月１２日、審査請求人の残存障害（右母指部の常時疼痛）は障害等級第１

４級の９（局部に神経症状を残すもの）に該当すると認定し、障害補償給

付の支給決定をした。 

（障害等級認定関係復命書、令和２年２月１０日付けの調査結果復命書、

同年６月９日付けの調査結果復命書） 

⑶ 審査請求人は、令和元年１０月９日、本件労基署長を経由して、処分庁

に対し、アフターケアの対象傷病を「頭頸部外傷症候群（頸肩腕障害）」

（対象傷病コード：２２）として、手帳の交付申請（本件申請）をした。 

（健康管理手帳交付申請書） 

⑷ 処分庁は、令和２年６月１２日付けで、審査請求人に対し、「頭頸部外

傷症候群等に係るアフターケア実施要綱に定める「業務災害又は通勤災害

により「頸肩腕障害」にり患した方で、労働者災害補償保険法による障害

等級第１０級以下の障害補償給付を受けている方であっても、医学的に特

にアフターケアが必要であると認められる方」に該当しないため」との理

由を付して、手帳を不交付とする決定（本件不交付決定）をした。 

 （健康管理手帳の新規交付申請に係る不交付決定通知書） 

⑸ 審査請求人は、令和２年６月２４日、審査庁に対し、本件不交付決定を

不服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑹ 審査庁は、令和３年５月２１日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

現在も、後遺症（しびれ、痛み、違和感）が残っているが、審査請求人は、

経済的に厳しい非課税世帯であるため、医療費がかさむ医療機関の受診を我

慢している状況である。したがって、本件不交付決定の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 本件労基署長は、審査請求人の残存障害について、右母指部に神経症状が

残存するとして、障害等級第１４級の９と認定しているから、審査請求人は、

傷病別実施要綱に定める「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」の原則

的対象者の要件（障害等級第９級以上の者）を満たしていない。 

２ また、Ａ労働局地方労災医員作成の意見書は、「症状・治療経過、障害の

状態等より、アフターケア制度には該当しない。」としているから、審査請
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求人は、傷病別実施要綱に定める「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」

の例外的対象者の要件（障害等級第１０級以下の者の場合における「医学的

に特に必要があると認めるとき」という要件）を満たしていない。 

３ さらに、審査請求人は、災害発生状況等から上肢障害と認定されていない

から、傷病別実施要綱に定める「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」

の対象傷病である「頸肩腕障害」に該当しない。 

４ 以上によれば、審査請求人は、「頭頸部外傷症候群等（頸肩腕障害）に係

るアフターケア」の対象者に該当しないから、本件不交付決定は違法又は不

当とはいえず、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであると考える。 

５ なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は

理由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの各手続に要

した期間は、次のとおりである。 

本件審査請求の受付（審査庁） ：令和２年６月２４日 

反論書の提出期限       ：同年１０月３０日 

審理員意見書の提出       ：令和３年４月８日 

（反論書の提出期限から約５か月） 

本件諮問            ：同年５月２１日 

（本件審査請求の受付から約１１か月） 

⑵ そうすると、本件では、反論書が提出されずにその提出期限を徒過して

約５か月を経過した後に審理員意見書が提出された結果、本件審査請求の

受付から本件諮問までに約１１か月を要している。しかし、反論書の提出

期限後に何らかの調査が行われた形跡はうかがわれないし、審理員意見書

の内容からも、その作成にこれだけの期間を要する事情があったとは考え

られない。したがって、審理員意見書が速やかに作成されていたならば、

本件審査請求の受付から本件諮問までの期間は、６か月程度で済んだもの

と考えられる。審査庁においては、審査請求事件の進行管理の仕方を改善

することにより、審査請求事件の手続の迅速化を図る必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件不交付決定の違法性又は不当性について 
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⑴ 本件では、審査請求人が社会復帰促進等事業としてのアフターケアの対

象者に該当するかが問題となっている。 

⑵ 審査請求人は、アフターケアの対象傷病を「頭頸部外傷症候群（頸肩腕

障害）」（対象傷病コード：２２）として、手帳の交付申請（本件申請）

をした（上記第１の２の⑶）。 

  傷病別実施要綱は、「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」につい

ては、頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害又は腰痛に罹患した者であって、障

害等級第９級以上のものを原則的対象者とするが、上記の対象傷病に罹患

した者であって、障害等級第１０級以下のものも、「医学的に特に必要が

あると認めるとき」は、例外的対象者とすることができると定めている

（上記第１の１の⑷のアの(ｲ)の①及び②）。 

そこで、審査請求人が「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」の対

象者に該当するかについて検討する。 

まず、審査請求人の障害等級は、第１４級の９と認定されている（上記

第１の２の⑵）から、審査請求人は、上記の対象傷病に罹患した者である

か否かを判断するまでもなく、原則的対象者に該当しない。 

  次に、例外的対象者の場合の「医学的に特に必要があると認めるとき」

という要件は、「医学的に特にアフターケアが必要であると認めるとき」、

すなわち、傷病別実施要綱が「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」

について定める「保健上の措置」が必要であると認めるときをいうものと

解されるところ、この点について意見を求められたＡ労働局地方労災医員

は、審査請求人の傷病（右母指腱鞘炎）について、「症状・治療経過、障

害の状態等より、アフターケア制度には該当しない。」との意見を述べて

いる（意見書）。この意見は、審査請求人について「保健上の措置」が必

要であるとは認められないとの趣旨を述べたものと解されるから、審査請

求人は、上記の対象傷病に罹患した者であるか否かを判断するまでもなく、

例外的対象者にも該当しない。 

⑶ ところで、「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」の対象傷病であ

る「頸肩腕障害」とは、上肢等に過度の負担のかかる業務によって、後頭

部、頸部、肩甲帯、上肢、前腕、手及び指に発生した運動器の障害（上肢

障害）をいうとされ（上記第１の１の⑷のアの(ｲ)の①のなお書き）、上記

の「上肢等に過度の負担のかかる業務」とは、「上肢の反復動作の多い作

業」、「上肢を上げた状態で行う作業」、「頸部、肩の動きが少なく、姿



 

8 

 

勢が拘束される作業」又は「上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行

う作業」のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業を

主とする業務をいうとされている（上記第１の１の⑸）。 

  そうすると、審査請求人は、学童指導員として学童育成室において勤務

していた（上記第１の２の⑴）のであるから、上記の「上肢等に過度の負

担のかかる業務」に従事していたわけではない。そして、審査請求人の残

存障害（右母指部の常時疼痛）は、「局部に神経症状を残すもの」であっ

て、上肢障害とは認定されていない（上記第１の２の⑵）。 

  したがって、審査請求人は、そもそも、「頭頸部外傷症候群等に係るア

フターケア」の対象傷病である「頸肩腕障害」を罹患した者に該当しない。 

⑷ なお、審査請求人の残存障害（右母指部の常時疼痛）は、外傷によるも

のである（上記第１の２の⑴）から、以下、念のため、審査請求人が「外

傷による末梢神経損傷に係るアフターケア」の対象者に該当するかについ

ても検討する。 

傷病別実施要綱は、「外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア」に

ついては、外傷による末梢神経の損傷に起因し、症状固定後も激しい疼痛

が残存する者であって、障害等級第１２級以上のものを対象とすると定め

ている（上記第１の１の⑷のイの(ｲ)）が、その趣旨について、「外傷によ

り末梢神経を損傷した者にあっては、症状固定後においても末梢神経の損

傷に起因するＲＳＤ（反射性交感神経ジストロフィー）及びカウザルギー

による激しい疼痛等の緩和を必要とすることがあることに鑑み、アフター

ケアを行うものとする。」と定めている（上記第１の１の⑷のイの(ｱ)）か

ら、「外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア」の対象者については、

「ＲＳＤ（反射性交感神経ジストロフィー）及びカウザルギーによる激し

い疼痛があること」及び「障害等級第１２級以上の者であること」が要件

になっているということができる。 

  そこで、審査請求人の残存障害（右母指部の常時疼痛）について検討す

ると、審査請求人が障害補償給付の支給請求をした際に提出した診断書に

よれば、審査請求人の傷病名は、「右母指腱鞘炎」であって、審査請求人

は、「ＲＳＤ（反射性交感神経ジストロフィー）」又は「カウザルギー」

とは診断されていないし、審査請求人の障害等級は、第１４級の９と認定

されている（上記第１の２の⑵）。 

  そして、審査請求人の残存障害（右母指部の常時疼痛）の状態は、関係
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資料によれば、以下のとおりであって、審査請求人に「激しい疼痛」が残

存しているとは認められない。 

 ア 障害補償給付支給請求書添付の診断書 

   右母指の付け根に「圧痛、ひっかかり症状」がある。 

 イ 障害の状態に関する申立書 

     「クリップや洗濯ばさみを握ると痛みがある。指先の感覚がしびれるこ

とがある。」 

     親指の付け根が「冷えると痛む。長い間使い続けると痛む。」 

   ウ 審査請求人からの電話聴取書 

     「何もしなければ、痛くないが、クリップをつまむときやズボンをはく

ときに引き上げるときに痛い。」 

    そうすると、審査請求人は、上記の要件を満たしていないから、「外傷に

よる末梢神経損傷に係るアフターケア」の対象者にも該当しない。 

⑸ 上記⑵から⑷までで検討したところによれば、審査請求人は、社会復帰

促進等事業としてのアフターケアの対象者に該当しないから、本件不交付

決定は、違法又は不当であるとはいえない。 

 ３ 付言 

 本件不交付決定に付された理由（以下「本件理由」という。）は、「頭頸

部外傷症候群等に係るアフターケア実施要綱に定める「業務災害又は通勤災

害により「頸肩腕障害」にり患した方で、労働者災害補償保険法による障害

等級第１０級以下の障害補償給付を受けている方であっても、医学的に特に

アフターケアが必要であると認められる方」に該当しないため」というもの

である（上記第１の２の⑷）。 

 しかし、上記２の⑵で検討したように、本件不交付決定の理由としては、

まず、①審査請求人は、障害等級が第１４級の９と認定され、傷病別実施要

綱に定める「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」の対象である障害等

級第９級以上の者という要件を満たしていないため、原則的対象者に該当し

ないことを説明した上で、次に、②審査請求人は、傷病別実施要綱に定める

「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」を障害等級第１０級以下の者に

対して行う要件（「医学的に特に必要があると認めるとき」）を満たしてい

ないため、例外的対象者にも該当しないことを説明すべきであったが、本件

理由には、上記①の点が全く言及されていない。 

また、本件理由によれば、処分庁は、審査請求人が「頭頸部外傷症候群等
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に係るアフターケア」の対象傷病である「頸肩腕障害」を罹患した者である

ことを認めていると解釈することが可能であるが、上記２の⑶で検討したと

おり、審査請求人は、そもそも、「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」

の対象傷病である「頸肩腕障害」を罹患した者に該当しない（処分庁も、弁

明書において同旨の主張をしている。）。本件理由は、「「頸肩腕障害」に

り患した方で、・・・障害等級第１０級以下の障害補償給付を受けている方

であっても」、医学的に特にアフターケアが必要であると認められる方に該

当しないとの説明をした上で、その末尾に「※頸肩腕障害：上肢等に過度な

負担のかかる業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上肢、前腕、手及び指

に発生した運動器の障害をいう。」との注書きをしているから、処分庁とし

ては、審査請求人は、「頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」の対象傷

病である「頸肩腕障害」を罹患した者に該当しないが、仮に、これに該当し

たとしても、障害等級第１０級以下の者が「頭頸部外傷症候群等に係るアフ

ターケア」の対象となる要件（「医学的に特に必要があると認めるとき」）

に該当しないとして、その趣旨を表すために「・・・であっても」という文

言を用いて説明をしたと弁明するのかもしれない。しかし、本件理由をその

ような趣旨まで表したものと理解するよう審査請求人に求めることは、相当

でない。 

以上のとおり、本件理由は、申請に対する拒否処分をする場合の理由の提

示として甚だ不十分な内容のものであるといわざるを得ない（なお、本件不

交付決定の理由としては、本来は、審査請求人が、上記①及び②の要件を満

たしていないことではなく、傷病別実施要綱に定める「頭頸部外傷症候群等

に係るアフターケア」の対象傷病である「頸肩腕障害」を罹患した者に該当

しないことを示すべきであった。）。処分庁としては、アフターケアに係る

手帳の不交付決定をする場合には、手帳の交付申請者が本件実施要領及び傷

病別実施要綱に定めるどの要件に該当しないかを端的に分かりやすく示す必

要がある。 

４ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 
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委   員   原           優 

委   員   野 口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


